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1

ポータル画面にて「申請書の新規作成」を押下してください。
※手続代行申請をする場合は、操作ガイド「申請書の新規作成の手順(手続代行申請を行う場合)をご確認ください。
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■申請書の新規作成
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充電設備を実際に設置する場所の住所、設置場所名称を入力して、「確定」を押下してください。
※入力する設置場所住所および名称は、添付する書類の記載内容と同一である必要があります。

     住所については、都道府県名を含めて入力してください。(省略不可)

2

2

設置場所名称 について

■高速道路のSA、PAに設置の場合
設置場所の名称は道路名、エリア名、
上り線か下り線の区分を入力してください。

■マンションに設置の場合
マンションの名称を必ず入力してください。

■商業施設等に設置の場合
店名だけではなく、施設、店舗等の名称は
必ず記載してください。
※支店名や支所名がある場合、事業所名
の後ろに必ず入力してください。

■新築に設置の場合
建物等の名称が決定していない場合は、
仮称での申請も可能です。
ただし、正式に決定した際は計画変更の
申告と書類提出が必要となります。

郵便番号を入力後、「住所入力」を押下す
ると住所を選択できます。
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申請書の新規作成が完了すると、ポータル画面に表示が戻ります。
    管理番号が採番され、申請書一覧に登録した申請が表示されます。
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■基本情報の入力方法

1

申請書一覧に登録した申請が表示されたら「基本情報」を押下してください。1
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設置場所区分を選択してください。
申請内容に応じて選択項目を選び、「確定」を押下してください。※確定後、変更はできません。
この画面で選択した内容により、申請に必要な情報、書類が決定します。
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■  にて「(基礎充電)マンション等」を選択した場合2

A

A

■  にて「(基礎充電)マンション等＿簡易申請」を選択した場合2

「分譲」「賃貸」「分譲+賃貸」のいずれかを選択

B 「新築」「既存」「改修」のいずれかを選択

A 「分譲」「分譲+賃貸」のいずれかを選択

B 「新築」「既存」「改修」のいずれかを選択

B
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基本情報を確定すると、帳票をダウンロードできます。
「確認」を押して、「帳票ダウンロード」を押すと、ファイルがダウンロードされます。

1

1

■帳票のダウンロード方法
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